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本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図25000、電子地形図20万及び数値地図（国土基本情報）オン

ラインを加工し、作成したものです。また、地図の作成に当たっては、国土地理院発行の基盤地図情報を使用し

ています。 

なお、承諾を得ず、本書の複製、転用、販売、貸与及び他のホームページへの掲載等を行うことを禁止します。 
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第1章 都市計画第一種道路事業の名称及びこの事業に係る都市計画決定権者 

1.1 都市計画第一種道路事業の名称 

広島高速４号線延伸事業（都市計画道路広島西風新都線） 

 

1.2 都市計画第一種道路事業都市計画決定権者 

都市計画決定権者の名称：広島市 

代 表 者 の 氏 名：広島市長 松井 一實 

住 所：〒730-8586 広島県広島市中区国泰寺町一丁目 6番 34号 
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第2章 都市計画第一種道路事業の目的及び内容 

2.1 都市計画第一種道路事業の目的 

広島高速 4号線（都市計画道路広島西風新都線）は、広島市の都心と「ひろしま西風新都」の都市

づくりが進む北西部を結ぶ指定都市高速道路です。現在、西区「中広」から安佐南区「沼田」までの

区間が供用していますが、山陽自動車道とは接続していないため、乗り継ぐためには、一旦、一般道

路を経由する必要があります。 

このため、広島高速４号線を延伸して山陽自動車道と接続させることで、自動車専用道路網のミ

ッシングリンクを解消し、本市が進める「200 万人広島都市圏構想※」の実現に向けて、圏域内の交

流・連携を一層強化するための基盤となる広域道路ネットワークの充実・強化を図るものです。ま

た、乗り継ぎのために「ひろしま西風新都内」の一般道路を通過していた交通が計画道路に転換さ

れ、一般道路の混雑緩和が期待できます。 

なお、本事業は、環境影響評価法施行令別表第一の一の項のハに該当する 4 車線以上の指定都市

高速道路の新設事業であり、さらに都市施設として都市計画に定められる事業であることから、環

境影響評価法における都市計画第一種道路事業に該当するものです。広島高速 4 号線延伸部の位置

図は、図 2.1-1に示すとおりです。 

※「200万人広島都市圏構想」https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kouiki/15650.html    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 広島高速 4号線延伸部の位置図 
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2.2 都市計画第一種道路事業の内容 

2.2.1 都市計画第一種道路事業の種類 

指定都市高速道路の新設 

 

2.2.2 都市計画第一種道路事業実施区域の位置 

対象道路事業実施区域の位置は、図 2.2-2に示すとおりです。 

起点：広島県広島市安佐南区大塚東町付近 

終点：広島県広島市安佐南区大塚西一丁目付近 

 

計画路線により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築がありうる範囲を「都市計画

第一種道路事業実施区域」（以下、「対象道路事業実施区域」といいます。）とします。 

また、都市計画第一種道路事業に係る地域特性の把握は、原則として「対象道路事業実施区域及

びその周囲」で行い、統計資料等の行政単位による文献調査の場合は、対象道路事業実施区域及び

その周囲に含まれる「広島市」について行いました。 

 

2.2.3 都市計画第一種道路事業の規模 

延長：約 1.0km 

 

2.2.4 都市計画第一種道路事業に係る道路車線の数 

4車線 

 

2.2.5 都市計画第一種道路事業に係る道路の設計速度 

60km/h 

 

2.2.6 その他の都市計画第一種道路事業の内容 

 (1) 都市計画第一種道路事業に係る構造の概要 

道路構造は、地表式(盛土構造、切土構造)、嵩上式(高架構造、盛土構造)を計画しています。 

広島高速 4号線延伸のイメージ図は、図 2.2-1に示すとおりです。 

 

 

図 2.2-1 広島高速 4号線延伸のイメージ図 

 

 (2) 休憩所の設置 

本事業において、休憩所の設置の計画はありません。 
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図 2.2-2  

対象道路事業実施区域位置図 
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2.3 その他の都市計画第一種道路事業に関する事項 

2.3.1 都市計画第一種道路事業の経緯 

広島高速 4 号線の中広・沼田間（広島西風新都線）は、平成 7 年に都市計画決定され、平成 13

年に供用しています。 

山陽自動車道までの延伸区間については、当時計画されていた「都市センター地区土地区画整理

事業」を経由しない五日市ＩＣへの接続として、平成 8年に山陽自動車道の整備計画に位置付けら

れ、関係機関等との調整が進められていました。 

そのような中、平成 16年に全市的な公共事業の見直しが行われ、「都市センター地区土地区画整

理事業」が中止となったことから、これを受け山陽自動車道へ最短距離で接続する「直結ルート案」

の検討を開始しました。 

 

2.3.2 位置等に関する複数案の設定についての考え方 

本事業に係る計画段階配慮事項についての検討にあたっては、事業実施想定区域の位置又は規

模に関する複数の案（以下、「複数案」といいます。）を適切に設定する必要があります。 

複数案としては、広島高速 4 号線延伸事業の目的、課題及びこれまでの経緯を踏まえて設定し

ました。 

 

2.3.3 複数案のルート選定の考え方 

複数案のルート選定にあたっては、広島高速 4 号線と山陽自動車道を接続させ広域道路ネット

ワークの充実・強化を図るという目的に対して、地形・地質条件や周辺環境、これまでの経緯など

を踏まえて、以下に示す 2案を設定しました。 

 

《ルート案①（直結ルート案）》 

既存の道路空間を活用し山陽自動車道に最短距離で接続するルート 

 

《ルート案②（五日市 IC接続ルート案）》 

広島修道大学の南側を通り山陽自動車道の五日市 ICに接続するルート 

（山陽自動車道の現整備計画に位置付けられているルート） 

 

ルート案①（直結ルート案）とルート案②（五日市 IC接続ルート案）の位置図は、図 2.3-1に

示すとおりです。 
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図 2.3-1 ルート案①、②の概要 
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2.3.4 複数案での比較評価結果 

計画段階環境配慮書（以下、「配慮書」という。）における複数案での比較評価結果は、表 2.3-1

に示すとおりです。 

 大気質、騒音、振動については、ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価します。

動物、人と自然との触れ合いの活動の場については、いずれのルート案も環境への影響は同程度と

評価します。植物については、いずれのルート案も環境への影響は小さいと評価します。生態系、

景観については、今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階において、生態系や景観

に配慮したルートや道路構造を検討することにより、いずれのルート案も環境への影響は小さく

なると評価します。 

 今後の具体的なルート位置や道路構造を決定する段階では、できる限り集落・市街地等、重要な

動物種の生息地等、重要な植物種・群落の生育地等、生態系の保全上重要であって、まとまって存

在する自然環境への影響の回避・低減に取り組むこととします。 

 

表 2.3-1(1) 複数案での比較評価結果（配慮書） 

計画段階

配慮事項 

ルート案① 

(山陽自動車道に最短距離で接続するルート) 

ルート案② 

(山陽自動車道の五日市 IC に接続するルート) 

大気質 予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施

設や住宅等が存在します。 

このため、これらの施設や住宅等では、自動車の

走行による大気質への影響が生じる可能性があると

評価します。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施

設や住宅等が存在します。 

このため、これらの施設や住宅等では、自動車の走

行による大気質への影響が生じる可能性があると評

価します。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多いルート

帯であるため、集落・市街地を通過する程度は、ル

ート案①に比べて大きいと考えられます。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価します。 

騒音 予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施

設や住宅等や環境基準類型 A、B 及び C の指定地域が

存在します。 

このため、これらの施設や住宅等では、自動車の

走行による騒音への影響が生じる可能性があると評

価します。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施

設や住宅等や環境基準類型 A、B 及び C の指定地域

が存在します。 

このため、これらの施設や住宅等では、自動車の

走行による騒音への影響が生じる可能性があると

評価します。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多いルート

帯であるため、集落・市街地を通過する程度は、ル

ート案①に比べて大きいと考えられます。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価します。 

振動 予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施

設や住宅等が存在します。また、予測地域の一部が第

1 種区域及び第 2 種区域に該当します。 

このため、これらの施設や住宅等では自動車の走

行による振動の影響が生じる可能性があると評価し

ます。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施

設や住宅等が存在します。また、予測地域の半分以上

が第 1 種区域及び第 2 種区域に該当します。 

このため、これらの施設や住宅等では自動車の走

行による振動の影響が生じる可能性があると評価し

ます。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多いルート

帯であるため、集落・市街地を通過する程度は、ル

ート案①に比べて大きいと考えられます。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価します。 

注)ルート案①：直結ルート案、ルート案②：五日市 IC 接続ルート案 

  



 

2-7 

(8) 

表 2.3-1(2) 複数案での比較評価結果（配慮書） 

計画段階

配慮事項 

ルート案① 

(山陽自動車道に最短距離で接続するルート) 

ルート案② 

(山陽自動車道の五日市 IC に接続するルート) 

動物 予測地域内には、動物の注目すべき生息地が分布

します。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分断）

が発生する可能性があると評価します。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階において、動物の生息環境に配慮し

たルート等を検討することにより、影響低減が可能

です。 

予測地域内には、動物の注目すべき生息地が分布

します。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分断）

が発生する可能性があると評価します。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階において、動物の生息環境に配慮し

たルート等を検討することにより、影響低減が可能

です。 

いずれのルート案も環境への影響が懸念されますが、今後の具体的なルートの位置や道路構造の検討に

より影響低減が可能であるため、各ルート案の影響は同程度であると評価します。 

植物 予測地域内において、既存資料からは重要な植物

の生育地が確認できませんでした。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分

断）は小さいと評価します。 

予測地域内において、既存資料からは重要な植物

の生育地が確認できませんでした。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分

断）は小さいと評価します。 

いずれのルート案も環境への影響は小さいと評価します。 

生態系 予測地域内には、重要な自然環境のまとまりの場

である保安林が僅かに存在します。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分断）

が生じる可能性があると評価します。 

ただし、今後の具体的なルートの位置を決定する

段階において、保安林をできるだけ回避したルート

等を検討することにより、影響低減が可能です。 

予測地域内には、重要な自然環境のまとまりの場

は存在しません。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分

断）は小さいと評価します。 

ルート案①ではわずかに保安林が存在しますが、今後の具体的なルートの位置を決定する段階におい

て、保安林をできるだけ回避したルート等を検討することにより、いずれのルート案も環境への影響は小

さくなると評価します。 

景観 予測地域内には、主要な眺望点が存在します。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分断）

が生じる可能性があると評価します。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階において、主要な眺望点をできるだ

け回避したルート等を検討することにより、影響低

減が可能です。 

予測地域内には、主要な眺望点や景観資源が存在

しません。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分

断）は小さいと評価します。 

ルート案①では主要な眺望点が存在しますが、今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階

において、主要な眺望点をできるだけ回避したルート等を検討することにより、いずれのルート案も環境

への影響は小さくなると評価します。 

人 と 自 然

と の 触 れ

合 い の 活

動の場 

予測地域内に「中国自然歩道」が存在します。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分断）

が生じる可能性があると評価します。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階において、人と自然との触れ合いの

活動の場をできるだけ回避したルート等を検討する

ことにより、影響低減が可能です。 

予測地域内に「中国自然歩道」が存在します。 

このため、道路の存在による影響（通過又は分断）

が生じる可能性があると評価します。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階において、人と自然との触れ合いの

活動の場をできるだけ回避したルート等を検討する

ことにより、影響低減が可能です。 

いずれのルート案も環境への影響は同程度と評価します。 

注)ルート案①：直結ルート案、ルート案②：五日市 IC 接続ルート案 

 

複数案での比較評価より、ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと考えられます。 

また、都市計画の構想段階手続き（以下、「構想段階評価書」という。）における複数案の比較

評価結果は、表 2.3-2に示すとおりです。 
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表 2.3-2(1) 複数案での比較評価結果（構想段階評価書） 

評価項目 ルート案① ルート案② 

上位計画と

の整合性 
山陽自動車道と直接接続することにより、県北

部方面との広域的な交通ネットワークの充実強化

が図られるため、上位計画である「広島市総合計

画」の内容に整合します。 

また、「広島市総合交通戦略」、「広島市都市計画

マスタープラン」にも位置付けられていることか

ら、上位計画との一体性・整合性が図られているも

のと評価します。 

山陽自動車道と五日市 ICを介して接続すること

により、県北部方面との広域的な交通ネットワー

クの充実強化が図られるため、上位計画である「広

島市総合計画」の内容に整合します。 

また、「広島市総合交通戦略」、「広島市都市計画

マスタープラン」にも位置付けられていることか

ら、上位計画との一体性・整合性が図られているも

のと評価します。 

いずれのルート案も上位計画との一体性・整合性が図られているものと評価します。 

適切な道路

の配置 

上位計画である「広島市総合計画」の内容に整合

しており、「広島市総合交通戦略」、「広島市都市計

画マスタープラン」にも位置付けられていること

から、上位計画との一体性・整合性が図られ、適切

な道路の配置がなされているものと評価します。 

上位計画である「広島市総合計画」の内容に整合

しており、「広島市総合交通戦略」、「広島市都市計

画マスタープラン」にも位置付けられていること

から、上位計画との一体性・整合性が図られ、適切

な道路の配置がなされているものと評価します。 

いずれのルート案も適切な道路の配置がなされているものと評価します。 

用地取得に

伴うリスク 

大半が既存の道路上を通過しますが、一部は民

地を通過すると想定されます。 

このため、用地取得に伴うリスクがあると評価

します。 

大半が民地を通過すると想定されるため、ルー

ト案①に比べて用地取得の面積が大きいと想定さ

れます。 

このため、用地取得に伴うリスクがあると評価

します。 

ルート案①の方が用地取得に伴うリスクは小さいと評価します。 

災害時のネ

ットワーク

の向上 

新たな緊急輸送道路としての機能が期待されま

す。また、大半が既存の道路上を通過するため、ル

ート上に土砂災害特別警戒区域が存在しないと想

定されることから、防災面における問題はありま

せん。 

以上より、災害時のネットワークの向上に資す

ると評価します。 

新たな緊急輸送道路としての機能が期待されま

す。一方、複数の「土砂災害特別警戒区域」を通過

すると想定されるため、土砂災害による通行止め

が懸念されます。 

以上より、災害時のネットワークの向上に資す

ると評価しますが、防災面における懸念事項が存

在します。 

 ルート案①の方が、安全かつ災害時のネットワークの向上に資すると評価します。 

周辺道路の

渋滞緩和 

山陽自動車道と直接接続することにより、これ

まで広島西風新都 IC や五日市 IC から一般道を経

由して高速 4 号線を利用していた交通が高速道路

に転換し、大塚駅北交差点を通過する交通量が減

少します。 

以上より、周辺道路の渋滞緩和に資すると評価

します。 

山陽自動車道と五日市 ICを介して接続すること

により、これまで広島西風新都 IC や五日市 IC か

ら一般道を経由して高速 4 号線を利用していた交

通が高速道路に転換し、大塚駅北交差点を通過す

る交通量が減少します。 

以上より、周辺道路の渋滞緩和に資すると評価

します。 

いずれのルート案も周辺道路の渋滞緩和に資すると評価します。 

市街地への

移動時間の

短縮 

広島西風新都 ICから高速 4号線沼田ランプ間の

所要時間が現在より 8～11 分短縮します。 

以上より、市街地への移動時間の短縮に資する

と評価します。 

広島西風新都 ICから高速 4号線沼田ランプ間の

所要時間が現在より 5～8 分短縮します。 

以上より、市街地への移動時間の短縮に資する

と評価します。 

ルート案①の方が、距離で約 3.6km、時間で約 3 分短いことから、より市街地への移動時間の短縮に

資すると評価します。 

注)ルート案①：直結ルート案、ルート案②：五日市 IC 接続ルート案  
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表 2.3-2(2) 複数案での比較評価結果（構想段階評価書） 

評価項目 ルート案① ルート案② 

交通事故の

減少 

山陽自動車道と直接接続することにより、大塚

駅北交差点を通過する交通量の減少や渋滞が緩和

されます。 

以上より、交通事故の減少に資すると評価しま

す。 

山陽自動車道と五日市 ICを介して接続すること

により、大塚駅北交差点を通過する交通量の減少

や渋滞が緩和されます。 

以上より、交通事故の減少に資すると評価しま

す。 

いずれのルート案も交通事故の減少に資するものと評価します。 

農業的土地

利用への影

響 

大半が既存の道路上を通過しますが、道路周辺

には一部農地が存在します。 

このため、農業的土地利用への影響は少なから

ずあると評価します。 

一部が「国土利用計画法」に基づく農業地域に指

定されており、部分的に農地利用されています。 

このため、農業的土地利用への影響があると評

価します。 

ルート案①の方が農業的土地利用への影響の程度は小さいものと評価します。 

通過交通の

排除 

山陽自動車道と直接接続することにより、これ

まで広島西風新都 IC や五日市 IC から一般道を経

由して高速 4 号線を利用していた交通が高速道路

に転換し、一般道の通過交通が減少します。 

このため、通過交通の排除に資すると評価しま

す。 

山陽自動車道と五日市 ICを介して接続すること

により、これまで広島西風新都 IC や五日市 IC か

ら一般道を経由して高速 4 号線を利用していた交

通が高速道路に転換し、一般道の通過交通が減少

します。 

このため、通過交通の排除に資すると評価しま

す。 

いずれのルート案も通過交通の排除に資すると評価します。 

注)ルート案①：直結ルート案、ルート案②：五日市 IC 接続ルート案 

 

2.3.5 計画段階環境配慮書以降環境影響評価方法書までの経緯 

本事業は、都市計画に定められる事業であることから、都市計画決定権者である広島市が配慮

書を作成し、令和 7 年 3 月 13 日の国土交通大臣意見をもって、配慮書手続きを完了しました。

その後、配慮書の評価結果と、配慮書に対する国、広島県及び広島市の意見に加え、同時期に実

施した構想段階評価書の結果を踏まえ、複数案のうち、ルート案①（直結ルート案）を対象道路

事業実施区域として決定しました。 

ルート案①（直結ルート案）を選定した理由は、以下に示すとおりです。 

 

＜選定した理由＞ 

・配慮書の評価結果から、一部の配慮事項（大気質、騒音、振動）について、ルート案①の方が

環境への影響が小さいと評価できること、また、ルート案①については既存の道路空間を活

用することで、周辺環境への影響の低減が期待できます。 

・構想段階評価書の評価結果から、一部の評価項目（用地取得に伴うリスク、災害時のネットワ

ークの向上、市街地への移動時間の短縮、農業的土地利用への影響）について、ルート案①の

方が優位であることから、都市計画としてルート案①の方が優れています。 

 

なお、方法書以降における対象道路事業実施区域については、事業計画の熟度に応じて、配慮書

における事業実施想定区域よりも詳細な範囲で設定しました。 
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第3章 対象道路事業実施区域及びその周囲の概況 

対象道路事業実施区域及びその周囲の対象地域は、広島県広島市安佐南区及び佐伯区としまし

た。 

自然的状況及び社会的状況の概況調査における対象道路事業実施区域及びその周囲（以下、「調

査区域」といいます。）については、対象道路事業実施区域とこれを中心としたその周囲約 3km を

その範囲とし、主にこの範囲を含む縮尺 2万 5千分の 1、縮尺 3万分の 1、縮尺 5万分の 1、約 10km

を含む縮尺 10 万分の 1、約 40km を含む縮尺 30 万分の 1 の図面を調査項目の特性に応じて使い分

けました。 

 

3.1 自然的状況 
調査区域における主な自然的状況を把握した結果は、表 3.1-1(1)～(2)に示すとおりです。 

 

表 3.1-1(1) 調査区域の自然的状況 

項目 調査区域の概況 

気象、大気
質、騒音、振
動その他の
大気に係る
環境の状況 

1.気象 
広島地域気象観測所における気象観測結果（平年値）は、年間の平均気温は 16.7℃、平均風速は 3.5m/s、

最多風向は北北東、年日照時間は 2,068.6 時間、年降水量は 1576.5mm となっています。 

2.大気質 
調査区域では、一般環境大気測定局 2 地点、自動車排出ガス測定局 1 地点の計 3 地点で大気質の常時

監視が実施されています。令和 5 年度（2023 年度）は、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微
小粒子状物質及びダイオキシン類は環境基準を達成していましたが、光化学オキシダントは環境基準未
達成でした。また、過去 5 年間での大気質調査結果の経年変化をみると、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮
遊粒子状物質及びダイオキシン類は、各年において環境基準を達成していましたが、光化学オキシダン
ト及び微小粒子状物質は、環境基準を未達成である年がありました。 
令和 5 年度（2023 年度）の広島市における大気汚染に係る苦情件数は、31 件でした。 

3.騒音 
調査区域において、国又は自治体等が実施した環境騒音に係る調査結果は公表されていません。 
調査区域では、17 地点で道路交通騒音の常時監視が実施されています。このうち、環境基準を超過し

ている測定地点は、番号 6 広島湯来線（昼間 73dB・夜間 69dB）、番号 8 広島湯来線（昼間 73dB・夜間
67dB）、番号 12 原田五日市線（昼間 72dB・夜間 65dB）、番号 17 広島豊平線（昼間 69dB・夜間 67dB）の 4
地点でした。 
調査区域では、新幹線鉄道騒音調査（広島市佐伯区利松二丁目）が実施されています。新幹線鉄道の軌

道中心線から 12.5m の地点では 75dB、25m の地点では 73dB、50m の地点では 69dB、100m の地点では 64dB
でした。 
調査区域において、国又は自治体等が実施した航空機騒音に係る調査結果は公表されていません。 
令和 5 年度（2023 年度）の広島市における騒音に係る苦情件数は、124 件でした。 

4.振動 
調査区域では、3 地点で道路交通振動の常時監視が実施されています。すべての地点で、規制基準を満

足していました。 
調査区域では、新幹線鉄道振動調査（広島市佐伯区利松二丁目）が実施されています。新幹線鉄道の軌

道中心線から 25m の地点では 51dB、50m の地点では 50dB でした。 
令和 5 年度（2023 年度）の広島市における振動に係る苦情件数は、32 件でした。 

5.その他 
調査区域では、国又は自治体等が実施した低周波音に係る調査結果は公表されていません。 

水象、水質、
水底の底質
その他の水
に係る環境
の状況 

1.水象 
調査区域における主な河川として、一級河川太田川水系の前原川、西の谷川、大塚川、大塚川支川が存

在します。南側には二級河川八幡川水系の石内川、半坂川が存在します。なお、調査区域に湖沼及び海域
は存在しません。 

2.水質 
調査区域では、八幡川上下流 3 地点、石内川 3 地点、梶毛川 1 地点、吉山川 1 地点、古川下流 1 地点、

安川 4 地点、奥畑川 1 地点及び大塚川 1 地点の計 15 地点で公共用水域の水質測定が実施されています。
水質測定結果をみると、生活環境項目については、全項目が環境基準値を超過する時期がありました。
栄養塩類については、いずれの検出量も極めて微量でした。 
また、調査区域における公共用水域での水質のダイオキシン類の調査は、八幡川泉橋、古川大正橋及

び太田川安芸大橋の 3 地点で実施されています。ダイオキシン類の調査結果は、環境基準を満足してい
ました。 
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表 3.1-1(2) 調査区域の自然的状況 

項目 調査区域の概況 

水象、水質、
水底の底質
その他の水
に係る環境
の状況 

3.水底の底質 
調査区域における公共用水域での底質のダイオキシン類の調査は、八幡川泉橋、古川大正橋及び太田

川安芸大橋の 3 地点で実施されています。ダイオキシン類の調査結果は、環境基準を満足していました。 

4.地下水 
調査区域では、概況調査として令和元年度 (2019 年度)～令和 5 年度（2023 年度）にかけて、安佐南

区 9 地点及び佐伯区 7 地点の計 16 地点で地下水調査が実施されています。また、継続監視調査として安
佐南区の 1 地点で毎年調査が実施されています。水質測定結果をみると、いずれの検出量も極めて微量
であり、環境基準を満足していました。 
また、調査区域におけるダイオキシン類の調査は 8 地点で実施されています。ダイオキシン類の調査

結果は、環境基準を満足していました。 

5.その他 
 令和 5 年度（2023 年度）の広島市における水質汚濁に係る苦情件数は、58 件でした。 

土壌及び地
盤の状況 

1.土壌 
 調査区域の土壌は、粗粒残積性未熟土壌、粗粒灰色低地土壌、褐色低地土壌が広く分布しています。 
 調査区域において、土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」並びに「形質変更時要届出区域」の指定
区域はありません。 
調査区域において、ダイオキシン類対策特別措置法による一般環境土壌の測定が安佐南区 10 地点及び

佐伯区 4 地点で実施されています。ダイオキシン類の調査結果は、環境基準を満足していました。 
 令和 5 年度（2023 年度）の広島市における土壌汚染に係る苦情件数は、1 件でした。 

2.地盤 
 調査区域において、地盤沈下の測定は実施されていません。また、調査区域において工業用水法や建
築物用地下水採取規制法に係る区域は指定されていません。 
令和 5 年度（2023 年度）の広島市における地盤沈下に係る苦情件数は、0 件でした。 

地形及び地
質の状況 

1.地形 
 調査区域の地形は、丘陵地地形による小起伏丘陵地、大起伏丘陵地及び低地地形による扇状地性低地、
山地地形による小起伏山地、中起伏山地や山麓地Ⅱが広く分布しています。 

2.地質 
 調査区域の地質は、火成岩の花崗岩質岩石や砂(がち)が広く分布しています。 

3.重要な地形・地質 
 調査区域には、重要な地形・地質は存在しません。 

4.活断層 
 調査区域の活断層は、己斐－広島西縁起震断層が分布しています。 

動植物の生
息 又 は 生
育、主な動
物群集又は
植物群落、
植生及び生
態系の状況 

1.動物 
 調査区域において、重要な動物として、哺乳類 8 種、鳥類 73 種、爬虫類 3 種、両生類 7 種、昆虫類 36
種、淡水魚類 18 種、底生動物 6 種が確認されました。また、動物の注目すべき生息地として、コウモリ
類ハイリスク種（オヒキコウモリ）及びクマタカの生息情報が得られました。 

2.植物 
 調査区域において、重要な植物として、56 種が確認されました。なお、重要な植物群落及び巨樹・巨
木は確認されませんでした。調査区域の植生の状況は、山地部はコナラ群落（Ⅶ）及びアカマツ群落（Ⅶ）、
丘陵部は竹林及びスギ・ヒノキ・サワラ植林が大部分を占めています。平地は水田雑草群落及び市街地
が大部分を占めており、緑の多い住宅地がパッチ上に分布しています。 

3.生態系 
 調査区域における生態系は、生息・生育基盤の観点から、「樹林環境」、「耕作地・市街地等」、「水辺環
境」の 3 つの生態系に区分されると考えられます。地域を特徴づける各生態系の注目種･群集の候補とし
て、樹林環境を中心とする生態系では、上位性として猛禽類、典型性としてタヌキ、カラ類、モリアオ
ガエル、ミヤマカミキリが挙げられます。耕作地・市街地等を中心とする生態系では上位性としてキツ
ネ、典型性としてシマヘビ、ホオジロ、ニホンアマガエルが挙げられます。水辺環境を中心とする生態
系では上位性としてオオサンショウウオ、典型性としてカワムツ、トンボ類が挙げられます。 

景観及び人
と自然との
触れ合いの
活動の場の
状況 

1.景観 
 調査区域には、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基づき指定される「保存
樹」が存在します。また、対象道路事業実施区域を眺望できる地点として、広島広域公園などが存在し
ます。 

2.人と自然との触れ合いの活動の場 
 調査区域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場として、広島広域公園、中国自然歩道及び
ひろしま森巡りコースが存在します。 
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3.1.1 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

 (1) 気象の状況 
調査区域における最寄りの気象観測所の概要は表 3.1-2、位置は図 3.1-2 に示すとおりです。 

広島地域気象観測所における過去 30 年間の気象観測結果（平年値）は、表 3.1-3 に示すとおり

であり、過去 30 年間の年平均気温は 16.7℃、年平均風速は 3.5m/s、最多風向は北北東、年日照時

間は 2,068.6 時間、年降水量は 1576.5mm となっています。また、広島地域気象観測所における令

和 6年（2024 年）1月～12 月の気象概況は表 3.1-4、風配図は図 3.1-1 に示すとおりです。 

 

表 3.1-2 調査区域の気象観測所の概要 

観測所名 所在地 緯度経度 
海面上

の高さ 

風向・ 

風速計の

高さ 

観測項目 

気
温 

風
向
・
風
速 

降
水
量 

積
雪 

日
照
時
間 

広島 

地域気象観測所 

広島県広島市中区 

上八丁堀 6-30 

緯度  34°23.9′ 

経度 132°27.7′ 
4.0m 95.4m ○ ○ ○ ― ○ 

出典：「地域気象観測所一覧」（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf） 

 

表 3.1-3 広島地域気象観測所における地上気象観測結果（平年値） 

項目名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温（℃） 16.7 5.4 6.3 9.8 14.9 19.7 23.3 27.3 28.7 25.0 19.0 13.0 7.4 

日最高気温

（℃） 
38.7 17.5 21.5 22.8 29.0 31.5 33.6 38.6 38.7 37.4 31.4 25.9 20.9 

日最低気温

（℃） 
-4.6 -4.6 -4.3 -1.8 1.2 7.5 13.0 17.5 18.7 12.8 6.0 0.2 -3.6 

平均風速(m/s) 3.5 3.5 3.5 3.7 3.6 3.3 3.0 3.1 3.4 3.8 4.0 3.8 3.6 

最多風向 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 南南西 北北東 北北東 

日照時間(時間) 2068.6 144.2 144.4 181.9 192.5 214.7 157.5 172.8 211.5 166.6 180.9 158.1 142.9 

降水量(mm) 1576.5 44.6 63.5 115.0 145.6 178.1 225.7 280.0 136.4 167.8 108.7 74.5 51.6 

注) 各項目の平年値は、平成 7 年（1995 年）～令和 6 年（2024 年）の 30 年間の観測値を算出しました。 

出典：「過去の気象データダウンロード」（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 
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表 3.1-4 広島地域気象観測所の気象概況（令和 6 年（2024 年）1 月～12月） 

月 

降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 

合計 
日 

最大 

最大 平均 
最高 最低 

平均 

風速 

最大風速 最大瞬間風速 

1 時間 10 分間 日平均 日最高 日最低 風速 風向 風速 風向 

1 42.5 20.0 8.0 3.0 6.5 11.0 3.1 15.1 -1.6 3.3 12.0 西 16.8 北北西 

2 141.5 30.5 9.5 2.5 8.4 12.9 4.8 19.7 1.3 3.4 13.0 北北西 17.9 北 

3 155.5 26.0 11.0 3.0 9.6 14.1 5.9 21.8 -1.2 3.1 12.8 北 22.6 西北西 

4 182.5 71.0 15.5 5.5 17.5 21.8 13.6 25.6 5.9 2.9 13.1 北北東 18.9 北北東 

5 210.5 94.5 16.5 4.5 19.6 24.1 15.1 28.4 9.5 3.4 11.6 西 20.1 西北西 

6 332.5 70.5 23.0 8.5 23.5 27.5 20.3 31.7 15.5 2.7 8.5 北北西 12.3 南 

7 297.0 116.5 44.0 15.5 28.9 32.4 26.1 35.9 22.5 3.0 8.9 南南西 14.2 南 

8 53.5 21.5 8.0 7.5 30.7 35.5 27.2 38.7 25.5 3.2 9.8 北西 16.4 北東 

9 46.5 41.0 30.5 11.0 28.8 33.5 25.3 36.6 20.2 3.3 14.0 南西 25.9 西南西 

10 185.0 55.0 35.5 9.0 21.3 25.4 17.8 31.0 14.3 3.6 10.3 北 15.7 北北東 

11 258.0 127.0 30.0 8.5 14.3 18.9 10.9 24.6 4.7 3.7 10.9 北北西 16.5 北 

12 3.0 1.0 1.0 0.5 7.4 12.1 3.9 18.7 0.8 3.1 10.9 北北西 18.4 北北西 

年 1,908.0 127.0 44.0 15.5 18.0 35.5 3.1 38.7 -1.6 3.2 14.0 北北西 25.9 西南西 

出典：「過去の気象データダウンロード」（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 

 

 

図 3.1-1 広島地域気象観測所の風配図（令和 6年（2024 年）1月～12月） 

出典：「過去の気象データダウンロード」（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 
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出典：「地域気象観測所一覧」（令和 7 年（2025

年）3 月閲覧、気象庁 HP 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know

/amedas/ame_master.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-2 気象観測所の位置 
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 (2) 大気質の状況 
  (a) 大気質の状況 

調査区域には、一般環境大気測定局の伴小学校及び安佐南区役所が存在し、自動車排出ガス測定

局の古市小学校が存在します（以下、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局を併せて「大

気汚染常時監視測定局」といいます）。ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視地点は安

佐南区役所に設置されています。 

調査区域における大気汚染常時監視測定局の位置は、図 3.1-3 に示すとおりです。 

令和 5 年度（2023 年度）における大気汚染常時監視測定局による環境基準達成状況の概要は、

表 3.1-5 に示すとおりです。二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質及びダ

イオキシン類は、環境基準を達成していましたが、光化学オキシダントは環境基準を達成してい

ませんでした。 

また、過去 5年間での大気質調査結果の経年変化は、表 3.1-7(1)～(6)に示すとおりです。二酸

化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオキシン類は、各年において環境基準を達成してい

ましたが、光化学オキシダント及び微小粒子状物質は、環境基準を未達成である年がありました。 

 

表 3.1-5 令和 5年度（2023 年度）における大気質の環境基準達成状況（常時監視） 

区
分 

市
町
村 

測
定
局 

項目 

測定物質 

二酸化硫黄 

(SO2) 

日平均値の 

 2%除外値注 2） 

二酸化窒素 

(NO2) 

日平均値の 

年間 98%値注 1） 

光化学オキシ

ダント(OX) 

昼間の 1時間

値の最高値 

浮遊粒子状 

物質(SPM) 

日平均値の 

2%除外値 

一酸化炭素 

(CO) 

日平均値の 

2%除外値 

微小粒子状 

物質(PM2.5) 

日平均値の 

年間 98%値 

ダイオキシ

ン類 

年平均値 

一
般
局 

広
島
市 

伴
小
学
校 

測定値 0.002ppm 0.017ppm 0.095ppm 0.033 mg/m3 － 17.6μg/m3 － 

達成状況注 3） 〇 〇 × 〇 － 〇 － 

安

佐

南

区

役

所 

測定値 0.003ppm 0.015ppm 0.095ppm 0.030mg/m3 － 18.8μg/m3 
0.0093 

pg-TEQ/m3 

達成状況注 3） 〇 〇 × 〇 － 〇 〇 

自
排
局 

古

市

小

学

校 

測定値 － 0.017ppm － 0.028 mg/m3 － 23.3μg/m3 － 

達成状況注 3） － 〇 － 〇 － 〇 － 

環境基準 

1 時間値の 

日平均値

0.04ppm 以下 

かつ 1 時間値

0.1ppm 以下 

1 時間値の 

日平均値

0.04ppm 以上

0.06ppm 以下 

又はそれ以下 

1 時間値 

0.06ppm 以下 

1 時間値の 

日平均値

0.10mg/m3以下 

かつ 1 時間値 

0.20mg/m3以下 

1 時間値の 

日平均値 

10ppm 以下か

つ 

8 時間平均値

20ppm 以下 

年平均値 

15μg/m3以

下かつ日平

均値 35μ

g/m3以下 

0.6 

pg-TEQ/ 

m3以下 

注1) 「日平均値の年間 98%値」とは、年間にわたる日平均値のうち低い方から 98％目にあたる数値を示したものです。 

注2) 「日平均値の 2％除外値」とは、年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から 2％の範囲内にあるものを除外

した日平均の最高値です。 

注3) 「-」は未測定の項目を示します。また、「○」は環境基準達成、「×」は環境基準未達成を示します。 

注4) 「一般局」は一般環境大気測定局を示し、「自排局」は自動車排出ガス測定局を示します。 

出典：「令和 6 年度版 広島市の環境（環境白書）」（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 

  「令和 5 年度ダイオキシン類環境調査測定結果」（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 
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  (b) 大気汚染に係る苦情の発生状況 

「令和 6年度版 広島市の環境（環境白書）」（令和 7年（2025 年）3月、広島市）によれば公害

苦情件数(大気汚染)は、表 3.1-6 に示すとおりであり、令和 5年度（2023 年度）は 31 件でした。 

表 3.1-6 公害苦情件数(大気汚染) 

年度 

令和元 令和 2 令和 3 令和 4 令和 5 

44 30 32 23 31 

出典：「令和 6 年度版 広島市の環境（環境白書）」(令和 7

年（2025 年）3 月閲覧、広島市) 
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出典：「令和 6 年度版 広島市の環境（環境白

書）」(令和 7 年（2025 年）3月閲覧、広

島市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-3 大気汚染常時監視測定局 

の位置図 
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表 3.1-7(1) 伴小学校・安佐南区役所測定局における大気質調査結果の経年変化（二酸化硫黄） 

市町名 測定局 年度 

有
効
測
定
日
数 

測
定
時
間 

年
平
均
値 

1 時間値が 

0.1ppm を超えた 

時間数とその割合 

日平均値が 

0.04ppm を超えた 

日数とその割合 

1 時間値の 

最高値 

日平均値の 

2％除外値 

日平均値が

0.04ppm を 

超えた日が 

2 日以上連続 

したことの有無 

環境基準の 

長期的評価によ

る日平均値が

0.04ppm を 

超えた日数 

（日）（時間） （ppm） （時間） （％） （日） （％） （ppm） （ppm） （有☓・無○） （日） 

広島市 

伴小学校 

R1 365 8,698 0.001 0 0.0 0 0.0 0.026 0.003 ○ 0 

R2 363 8,656 0.001 0 0.0 0 0.0 0.034 0.002 ○ 0 

R3 364 8,666 0.001 0 0.0 0 0.0 0.018 0.002 ○ 0 

R4 364 8,660 0.001 0 0.0 0 0.0 0.019 0.002 〇 0 

R5 366 8,696 0.001 0 0.0 0 0.0 0.020 0.002 〇 0 

安佐南 

区役所 

R1 363 8,648 0.002 0 0.0 0 0.0 0.024 0.004 ○ 0 

R2 365 8,675 0.001 0 0.0 0 0.0 0.034 0.003 ○ 0 

R3 363 8,656 0.001 0 0.0 0 0.0 0.016 0.002 ○ 0 

R4 364 8,660 0.001 0 0.0 0 0.0 0.011 0.003 ○ 0 

R5 363 8,690 0.001 0 0.0 0 0.0 0.016 0.003 ○ 0 

 

 

出典：「令和 2 年度版～令和 6年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 
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表 3.1-7(2) 伴小学校・安佐南区役所・古市小学校測定局における 

大気質調査結果の経年変化（二酸化窒素） 

市町名 区分 測定局 年度 

有
効
測
定
日
数 

測
定
時
間 

年
平
均
値 

１
時
間
値
の 

最
高
値 

環境基準との対比 

日平均値が 

0.06ppm を超えた 

日数とその割合 

日平均値が 

0.04ppm 以上 

0.06ppm 以下の 

日数とその割合 

日平均値 

の 98％値 
適合状況 

（日） （時間） （ppm） （ppm） （日） （％） （日） （％） （ppm） （有☓・無○）

広島市 

一
般
局 

伴小学校 

R1 358 8,547 0.008 0.037 0 0.0 0 0.0 0.018 ○ 

R2 358 8,571 0.008 0.044 0 0.0 0 0.0 0.019 ○ 

R3 356 8,526 0.008 0.043 0 0.0 0 0.0 0.018 ○ 

R4 358 8,565 0.007 0.043 0 0.0 0 0.0 0.019 ○ 

R5 358 8,564 0.007 0.033 0 0.0 0 0.0 0.017 〇 

安佐南 

区役所 

R1 356 8,554 0.008 0.043 0 0.0 0 0.0 0.020 ○ 

R2 336 8,089 0.008 0.046 0 0.0 0 0.0 0.017 ○ 

R3 335 8,070 0.008 0.045 0 0.0 0 0.0 0.016 ○ 

R4 349 8,351 0.007 0.039 0 0.0 0 0.0 0.016 ○ 

R5 312 7,499 0.007 0.041 0 0.0 0 0.0 0.015 ○ 

自
排
局 

古市 

小学校 

R1 334 7,976 0.011 0.043 0 0.0 0 0.0 0.021 〇 

R2 361 8,598 0.010 0.048 0 0.0 0 0.0 0.021 〇 

R3 358 8,563 0.010 0.046 0 0.0 0 0.0 0.019 〇 

R4 353 8,442 0.009 0.041 0 0.0 0 0.0 0.019 〇 

R5 360 8,610 0.008 0.040 0 0.0 0 0.0 0.017 〇 

 

 

出典：「令和 2 年度版～令和 6年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 
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表 3.1-7(3)伴小学校・安佐南区役所測定局における大気質調査結果の経年変化（光化学オキシダント） 

市町名 測定局 年度 

昼
間
測
定 

日 
 

数 

昼
間
測
定 

時 
 

間 

昼間の 1 時間値 

の年平均値 

昼間の 1 時間値が 

0.06ppm を超えた 

日数と時間数 

昼間の 1 時間値が 

0.12ppm を超えた 

日数と時間数 

昼間の 1 時間値 

の最高値 

（日） （時間） （ppm） （日） （時間） （日） （時間） （ppm） 

広島市 

伴小学校 

R1 366 5,452 0.033 83 497 2 7 0.126 

R2 365 5,417 0.032 77 381 0 0 0.090 

R3 365 5,431 0.033 81 356 0 0 0.101 

R4 365 5,433 0.034 90 457 0 0 0.097 

R5 366 5,450 0.032 70 324 0 0 0.095 

安佐南 

区役所 

R1 366 5,437 0.033 82 525 1 4 0.124 

R2 365 5,424 0.032 75 383 0 0 0.089 

R3 365 5,428 0.034 90 396 0 0 0.107 

R4 365 5,427 0.034 93 488 0 0 0.098 

R5 366 5,437 0.033 77 369 0 0 0.095 

 

 
出典：「令和 2 年度版～令和 6年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 
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表 3.1-7(4) 伴小学校・安佐南区役所・古市小学校測定局における 

大気質調査結果の経年変化（浮遊粒子状物質） 

市町名 
区
分 測定局 

年
度 

有
効
測
定
日
数 

測
定
時
間 

年
平
均
値 

1 時間値が 

0.20mg/㎥を 

超えた時間数 

とその割合 

日平均値が 

0.10mg/㎥を 

超えた日数 

とその割合 

1 時間値の 

最高値 

日平均値の

2％除外値 

日平均値が 

0.10mg/㎥を 

超えた日が 

2 日以上連続 

したことの有無 

環境基準の 

長期的評価による

日平均値が 

0.10mg/㎥を 

超えた日数 

（日） （時間） （mg/㎥） （時間） （％） （日） （％） （mg/㎥） （mg/㎥） （有☓・無○） （日） 

広島市 

一
般
局 

伴小学校 

R1 366 8,762 0.018 0 0.0 0 0.0 0.118 0.044 ○ 0 

R2 363 8,716 0.018 0 0.0 0 0.0 0.143 0.048 ○ 0 

R3 365 8,736 0.016 0 0.0 0 0.0 0.070 0.031 ○ 0 

R4 362 8,699 0.017 0 0.0 0 0.0 0.080 0.039 ○ 0 

R5 364 8,729 0.015 0 0.0 0 0.0 0.105 0.033 ○ 0 

安佐南 

区役所 

R1 366 8,754 0.016 0 0.0 0 0.0 0.132 0.040 ○ 0 

R2 365 8,732 0.015 0 0.0 0 0.0 0.117 0.047 ○ 0 

R3 361 8,691 0.014 0 0.0 0 0.0 0.064 0.028 ○ 0 

R4 365 8,731 0.014 0 0.0 0 0.0 0.066 0.033 ○ 0 

R5 365 8,748 0.014 0 0.0 0 0.0 0.095 0.030 ○ 0 

自
排
局 

古市 

小学校 

R1 364 8,734 0.015 0 0.0 0 0.0 0.117 0.038 ○ 0 

R2 363 8,705 0.015 0 0.0 0 0.0 0.111 0.042 ○ 0 

R3 365 8,737 0.013 0 0.0 0 0.0 0.068 0.026 ○ 0 

R4 358 8,581 0.014 0 0.0 0 0.0 0.088 0.032 ○ 0 

R5 365 8,747 0.013 0 0.0 0 0.0 0.070 0.028 ○ 0 

 

 
出典：「令和 2 年度版～令和 6年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 
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表 3.1-7(5) 伴小学校・安佐南区役所・古市小学校測定局における 

大気質調査結果の経年変化（微小粒子状物質） 

市町名 区分 測定局 年度 

有効測定 

日  数 
年平均値 

日平均値の 

年間 98％値 

日平均値が 

35μg/㎥を超えた 

日数とその割合 

（日） （μg/㎥） （μg/㎥） （日） （％） 

広島市 

一
般
局 

伴小学校 

R1 364 9.6 25.3 0 0.0 

R2 361 9.1 28.2 2 0.6 

R3 362 7.4 16.8 0 0.0 

R4 363 7.6 19.4 0 0.0 

R5 362 7.0 17.6 0 0.0 

安佐南 

区役所 

R1 364 10.2 24.3 0 0.0 

R2 363 9.7 28.5 1 0.3 

R3 363 8.6 19.2 0 0.0 

R4 360 8.0 22.4 1 0.3 

R5 325 7.1 18.8 0 0.0 

自
排
局 

古市 

小学校 

R1 363 12.0 27.2 0 0.0 

R2 361 14.3 33.8 6 1.7 

R3 332 9.9 21.7 0 0.0 

R4 348 10.7 25.8 1 0.3 

R5 362 10.5 23.3 0 0.0 

 

 
出典：「令和 2 年度版～令和 6年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 
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表 3.1-7(6) 安佐南区役所測定局における大気質調査結果の経年変化（ダイオキシン類） 

市町名 測定局 年度 
春 夏 秋 冬 年平均値 

（pg-TEQ/㎥） 

広島市 
安佐南 

区役所 

R1 0.010 0.013 0.029 0.016 0.017 

R2 0.011 0.021 0.029 0.012 0.018 

R3 0.010 0.012 0.025 0.019 0.017 

R4 0.014 0.016 0.014 0.013 0.014 

R5 0.0085 0.0077 0.0061 0.015 0.0093 

 

 
出典：「平成 31 年度版～令和 5 年度ダイオキシン類環境調査測定結果」 

（令和 7 年（2025 年）3 月閲覧、広島市） 
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